
認定法第21条第２項第４号及び認定規則第46条第１項第４号及び第７号

【別表A（５）－２（公益充実資金の明細）】

0 月）

所要額の算定方法

～ 年 月 月数　（

特定の事業又は資産取得等の名称

当該活動の内容

計画期間（目的設定～実施） 西暦 年 月

所要額の算定方法

0

～ 年 月 月数　（

特定の事業又は資産取得等の名称

当該活動の内容

計画期間（目的設定～実施） 西暦 年 月 0 月）

所要額の算定方法

0

～ 年 月 月数　（

特定の事業又は資産取得等の名称

当該活動の内容

計画期間（目的設定～実施） 西暦 年 月 0 月）

所要額の算定方法

システム会社から提出された見積書に基づき算定した。
年度内のシステム等の費用
４，３２９，６００円＋消費税４３２，９６０円＝４，７６２，５６０円
４，７６２，５６０円－法人会計２１３，９３０円＝４，５４８，６３０円
実施予定時期中のシステム等の費用
４，５４８，６３０円×５年間＝２２，７４３，１５０円

0

～ 2032 年 3 月 月数　（

特定の事業又は資産取得等の名称 システム保守等費用積立資産

当該活動の内容 令和９年度以降５年間のシステム維持費に備えるため。

計画期間（目的設定～実施） 西暦 2024 年 4 月 95 月）

所要額の算定方法
事務所移転に伴い、老朽化した備品の更新に必要な経費について、業者に見積もりを依頼し、その内容に基
づき算定した。
・備品購入にあたり必要な経費６，８５６，８６０円＋消費税６８５，６８６円=７，５４２，５４６円

費用

～ 2027 年 3 月 月数　（

2022 年 4 月

特定の事業又は資産取得等の名称 事務所移転関連費用準備積立資産

当該活動の内容 事務所移転に伴う費用に充てる。

計画期間（目的設定～実施） 西暦 2023 年 4 月 47 月）

所要額の算定方法
システム会社から提出された見積書に基づき算定した。
・システムの名称　業務支援・事務処理改善システム
・１年度に必要な経費　３，５７７，２００円＋消費税３５７，７２０円＝３，９３４，９２０円

費用

～ 2027 年 3 月 月数　（

費用

特定の事業又は資産取得等の名称 令和７年度活動拠点改善積立資産

当該活動の内容 事務処理の改善及び簡素化に資するシステム等の経費に充てる。

47 月）

所要額の算定方法
システム会社から提出された見積書に基づき算定した。
・システムの名称　業務支援・事務処理改善システム
・１年度に必要な経費　３，５７７，２００円＋消費税３５７，７２０円＝３，９３４，９２０円

特定の事業又は資産取得等の名称 令和８年度活動拠点改善積立資産

当該活動の内容 事務処理の改善及び簡素化に資するシステム等の経費に充てる。

計画期間（目的設定～実施） 西暦 2023 年 4 月 47 月）

費用

～ 2026 年 3 月 月数　（計画期間（目的設定～実施） 西暦


